
 

横浜市障害者就労支援推進会議設置要綱 

 

制定 平成 18 年７月 11 日（局長決裁） 

最近改正 令和２年３月 31 日 健障企第 4049 号（局長決裁） 

 

 （趣旨） 

第１条 横浜市内において、福祉・教育・労働・経営・行政等の各分野が連携し、障害者の就労

支援基盤を強化し、地域による障害者の就労支援機能を向上させるため、横浜市障害者施策推

進協議会（以下「協議会」という。）の部会である横浜市障害者就労支援推進会議（以下「会議」

という。）の設置及び運営について必要な事項を定める。 

   

 （会議の所掌事務） 

第２条 会議は、次の各号に定める内容について協議するものとする。 

(1) 障害者の就労支援における基盤強化に関する事項 

(2) 地域の就労支援機能の向上に関する事項 

(3) 障害者又は企業双方への就労支援に関する事項 

(4) その他障害者の就労支援に関する事項 

 

 （会議の組織等） 

第３条 会議の委員は、協議会委員のほか、市長が委嘱した学識経験者、教育関係者、当事者、

社会福祉協議会、障害者就労支援に関わる福祉・保健・医療機関・特定非営利活動法人、経営

団体、労働関係機関の代表者及び行政機関関係者等をもって構成する。 

２ 会議に委員長を１人置く。 

３ 委員長は、委員の互選により定める。 

４ 委員長は、会議の会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ

指名する者がその職務を代理する。 

 

 （懇談会の開催等） 

第４条 市長は、特に必要があると認めるときは、会議に、就労支援に関する専門事項について

助言を求めるため、懇談会を置くことができる。 

２ 懇談会の委員は、学識経験者、障害者就労支援に関わる福祉・保健・医療機関等に就任を依 

頼する。 

３ 懇談会は必要に応じて、委員長が招集する。 

 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱日から当該年度末までとする。 

 



 （会議の開催及び議決） 

第６条 会議は委員長が招集する。ただし、第３条第２項に定める委員長が置かれるまでは、市

長が招集する。 

２ 会議は委員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

３ 会議において議決をとる場合は、出席委員（委員長を除く）の過半数を持って決し、可否同

数の場合は、委員長が決する。 

 

 （関係者の出席） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くこ

とができる。 

 

 （委員の責務） 

第８条 委員は、第２条に定める職務を常に公正、公平に行わなければならない。 

２ 委員は、会議を通じて知り得た個人情報を公表してはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

 

 （庶務） 

第９条  会議の庶務は、健康福祉局障害自立支援課において行う。 

２ 事務局員、その他会議に出席した者は、会議を通じて知り得た個人情報を公表してはならな

い。 

 

 （その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 18 年７月 11 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 19 年 3 月 30 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 22 年２月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 24 年４月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 25 年５月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ２年４月 １日から施行する。 


